
　３月１２日より、改正道路交通法が施行され７５歳以上の高
齢ドライバーの運転免許更新等が変更になります。
　変更となる点は、①臨時認知機能検査・臨時高齢者講習（新
設）、②臨時適正検査制度の見直し③高齢者講習の合理化・高度
化の３点になります。

①臨時認知機能検査・臨時高齢者講習（新設）
●臨時認知機能検査

　７５歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやす
い一定の違反行為をしたときは、新設された「臨時認知機能検査」
を受けなければなりません。
●臨時高齢者講習
　上記の臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響
するおそれがあると判断された高齢者（７５歳以上）は、新設さ
れた「臨時高齢者講習」（個別指導と実車指導 ※計２時間）を受けなければなりません。

②臨時適正検査制度の見直し

　７５歳以上の方が免許更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で
認知症のおそれがあると判断された方は、臨時適正検査（医師の診断）を
受け、または、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取り消し等の
　対象となります。

③高齢者講習の合理化・高度化
　認知機能検査の結果によって受ける講習の内容等が変わります。高齢者講習は、７５歳未満
の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては２時間に合
理化（短縮）されます。その他の方に対しては、個別指導を含む３時間の講習となります。

高齢ドライバーの事故防止対策として
改正道路交通法が施行されます

●お問い合わせ　ふるさと振興課　☎３７―２１９４（担当：小室）

　柏木山放牧場に隣接する仮置き場の測定結果をお知らせします。
　平成２９年２月６日に柏木山放牧場の空間放射線量及び地下水放射性物質量を測定した結
果、以下のとおりとなりました。
　平成２５年５月から空間線量を測定していますが、追加被ばく量が年間１ｍSvを超えないよ
うに管理され仮置き場が安全に保たれていることを表しています。
※　仮置き場内の４点を定点とし測定しています。

●お問い合わせ　総務課　☎３７－２１１１（担当：東根）

七ヶ宿町放射性物質除去土壌仮置き場の放射能測定結果

仮置き場の空間線量の推移
○地下水の測定結果

単位：Bq/kg

調査項目 測定値
放射性ヨウ素

（I-131） 不検出

放射性セシウム
（Cs-134） 不検出

放射性セシウム
（Cs-137） 不検出

測定開始時から不検出となってい
ます。

改正前は３年に一度の免許証更新のときのみ受けることとなっていた認知機能検
査について、一定の違反行為があれば、３年を待たずに受けることになります。

ポイント

1

改正前と異なり、認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は、違反
の有無を問わず、医師の診断を受けることになります。

ポイント
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【一定の違反行為の例】
・信号無視
・通行区分違反
・一時不停止　　等
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